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犯
罪
被
害
給
付
制
度
を
ご

存
知
で
す
か
？

　

犯
罪
被
害
給
付
制
度
と
は
、

殺
人
、
傷
害
等
の
犯
罪
行
為
に

よ
り
、

①
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
の

ご
遺
族

②
ケ
ガ
を
し
て
、
入
院
を
さ
れ

た
り
、
精
神
疾
患
を
発
症
さ
れ

た
方

③
体
に
障
害
が
残
っ
た
方

に
対
し
て
給
付
金
を
支
給
す
る

こ
と
に
よ
り
、
精
神
的
・
経
済

的
打
撃
の
緩
和
を
図
る
制
度
で

す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

警
察
本
部
企
画
課
被
害
者
支
援
室
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香
美
警
察
署
☎
52
・
０
１
１
０

山
に
入
ら
れ
る
方

ご
注
意
を
！

　

香
美
市
で
は
、
特
定
猟
具

（
銃
）
使
用
禁
止
区
域
、
鳥
獣

保
護
区
を
除
く
全
域
で
銃
器
・

わ
な
で
の
狩
猟
が
行
わ
れ
ま

す
。
山
道
を
歩
く
際
な
ど
に
は

十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
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イ
ノ
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ニ
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ジ
カ

【
期
間
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月
15
日
（
月
）
〜

平
成
23
年
３
月
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日
（
火
）

■
イ
ノ
シ
シ
・
ニ
ホ
ン
ジ
カ
以

外
の
狩
猟
鳥
獣

【
期
間
】
11
月
15
日
（
月
）
〜

平
成
23
年
２
月
15
日
（
火
）

【
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わ
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先
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林
政
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・
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１
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税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

相
続
、
贈
与
等
に
よ
り
取
得

し
た
生
命
保
険
契
約
や
、
損
害

保
険
契
約
等
に
係
る
年
金
の
所

得
税
の
取
扱
い
を
改
め
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

　

こ
の
取
扱
い
の
変
更
に
よ

り
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
【w

w
w
.n
ta
.g
o
.jp

】

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
最
寄
り

の
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
南
国
税
務
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０
８
８
・
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・
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５
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【問い合わせ先】

　健康づくり推進課　☎５９－３１５１ 

　環境課　☎５３－１０６３

　県は、公共工事などの県のすべての事務・事業

から暴力団を排除します。

【罰則の対象】

学校や図書館などの施設から２００㍍の区域内で

暴力団事務所を開設・運営することが禁止されます。

【勧告・公表の対象】

①事業者は、暴力団の威力を利用する目的などで

　暴力団員等に金品を渡すことが禁止されます。

②不動産所有者や宅建業者などは、暴力団事務所

　に使用されることを知って、不動産取引を行う

　ことが禁止されます。

③祭礼などの行事主催者は、露店出店者が暴力団

　員等であることを知って、露店を出店させるこ

　とが禁止されます。

施行日　平成２３年４月１日

詳しくは、県警ＨＰまたは県警察本部組織犯罪対
策課暴排第２係（☎０８８－８２６－０１１０）まで

飼い主としての責任を持ちましょう！
　迷惑している人が増えています。近所に迷惑のかからない飼い方を心がけましょう。

犬はつないで飼いましょう
鶏を襲ったり、畑を荒らすなどの被

害が出ています。脱出防止・しつけ

　　　　　と訓練を行いましょう。

犬のフンの始末は必ずしましょう
道路や畑に犬のフンが放置されているのを見か

けます。 必ず飼い主が持ち帰りましょう。

なるべく鳴かないようにさせましょう
ストレスがたまらないように散歩をしましょう。 

ひどく鳴く場合は、動物病院に相談しましょう。

犬の登録、狂犬病の予防注射も忘れずに！

放し飼いによる糞などの被害が
多発しています
ネコは室内でもストレスをためずに

　　　　　飼うことができます。室内飼いをお

　　　　　すすめします。

名札をつけましょう
飼いネコの印として首輪をつけ、迷っても飼い

主がわかるようにしましょう。

野良ネコにエサを与えないようにしましょう
野良ネコにエサを与えると、エサを求めて他か

らネコが集まって来たり、周囲にいろいろな迷

惑をかけたり被害も大きくなります。

犬やネコを捨てる行為は犯罪です
犬やネコを飼うと決めたら責任と愛情を持って一生

面倒を見ましょう。

飼っている犬やネコが飼えなくなったとき…
新しい飼い主を探し、いない場合は中央東福祉保健

所に引き取りを求めましょう。

不妊・去勢手術をしましょう
不妊・去勢手術をすることにより、

不幸な子犬や子ネコがやむを得ず

処分されるような、かわいそうな

ことがなくなります。また、発情期が

なくなることで鳴き声やけん

かが減り、乳がん等の予

防にもなります。

平成２２年秋の火災予防運動
１１月９日（火）～ １５日（月）

　□３つの習慣
　　　○寝たばこは、絶対やめる。

　　　○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

　　　○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

　□４つの対策
　　　○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

　　　○寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎品を使用する。

　　　○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。

　　　○お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

【問い合わせ先】消防本部消防課予防係　☎５３－４１７６

「消したかな」 あなたを守る 合言葉（平成２２年度全国統一防火標語）　

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント　

犬

猫

狂犬病予防法・動物の愛護及び管理に関する法律・高

知県動物の愛護及び管理に関する条例・香美市環境美

化条例などで、これらの遵守が規定されています。

ポイントの有効期間は２年間です

高知県暴力団排除条例が
　　　　　  制定されました

そ　
の　

他

や
な
せ
た
か
し

Ｃさ
ん
れ
い　

さ
ん
ち
ゃ
ん

※貯めて頂いたポイントは窓口にて１，０００ポイントで
　１，０００円分としてチャージできます。


